
 

利用者様からの当組合の事業にかかるお申し出に対する対応について 

 

 

［当組合の内部規則（苦情等対応要領）の概要］                             富士宮農業協同組合 

 

１．利用者様からの当組合の事業にかかるご相談・苦情等については、当組合の本支店（所）で受け付け、原則として当該ご相談・苦

情等にかかる業務を担当する相談・苦情等対応担当者が対応します。 

ただし、ご相談・苦情等の内容や状況に応じて、窓口担当者が対応することがあります。 

 

２．当組合は、ご相談・苦情等のお申し出があった場合、これを誠実に受け付け、当該ご相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調

査するとともに、必要に応じて関係部との連携を図り、ご相談・苦情等の迅速な解決に努めます。 

 

３．利用者様からのご相談・苦情等の受付・対応にあたっては、迅速かつ適切に対応するとともに、お申し出内容・事情等を充分お聞

きする等により、できるだけ利用者様のご理解とご納得をいただいて解決することを目指します。 

 

４．ご相談・苦情等の内容や利用者様のご要望等に応じ、利用者様に対して適切な外部機関（金融ＡＤＲ制度において、当組合が紛争

解決措置として苦情等対応要領で定めている外部機関を含む）を紹介するとともに、その標準的な手続の概要等の情報をご提供し

ます。 

 

５．外部機関において苦情等対応に関する手続が係属している間にあっても、必要に応じ、一般的な資料のご提供やご説明等を利用者

様に対して行います。また、当組合は、外部機関の手続およびその結果について尊重・遵守します。 

 
［標準的な手続の流れ］ 
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利用者様のご要望に応じて、以下の外部機関等

を紹介します。 

＜信用事業＞ 

静岡県弁護士会あっせん・仲裁センター（静岡県

JAバンク相談所経由） 

＜共済事業＞ 

① 社団法人 日本共済協会 共済相談所 

② 財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 

③ 財団法人 日弁連交通事故相談センター 

④ 財団法人 交通事故紛争処理センター 
ＪＡ富士宮本店の連絡先 

   総務部総務課   ５８－０００１ 

金融部金融推進課 ５８－６６１１ 

   共済部共済保全課 ５８－５３０４ 
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※ 内容や状況により、訴訟による解決となる
場合があります。 


